
 

 

 

 

 

 

 

丹沢大山国定公園 

 
 

 

公園計画変更書 

 

［第１次点検］ 

（環境省原案） 

 

 
 

 

 

 

平成 年 月 日 

 

環 境 省 
 

 

 



 

目  次 

 

第１ 公園計画の変更 

 １ 変更理由    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 ２ 事業計画の変更内容   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２  

  （１）施設計画   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

   ア 利用施設計画   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

   （ア）単独施設    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

   （イ）道路     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

    ａ歩道     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 

 



- 1 - 

第１ 公園計画の変更 

 １ 変更理由 

 丹沢大山国定公園は、神奈川県の北西部に位置する丹沢山地を中心とした山岳公園であり、

昭和40年3月25日に県立丹沢大山自然公園の特別地域を中心に指定された。 

 本公園の区域は、蛭ヶ岳を最高峰とする丹沢山地とその山麓部から成っており、地形は低

山の割に急峻で、多くの沢や滝がみられる。塔ノ岳から檜洞丸にかけての稜線沿いを中心と

する標高約800ｍ以上の地域にはブナ林が多く残っており、これより標高の低い地域は二次

林やスギ・ヒノキの人工林となっている。また、首都圏に位置することから、登山やハイキ

ング等を目的に、年間約280万人の利用者が訪れている。 

 本公園の公園計画等については、昭和53年の三保ダムの完成による丹沢湖の誕生等の変化

に対応するため、昭和60年９月５日に全般的な見直し（再検討）が行われ、以降、平成４年、

７年、８年に利用施設計画の変更が行われた。また、本公園及びその周辺において、ニホン

ジカの採食圧等によりブナ林に代表される自然林や林床植生の衰退等の問題が顕在化してき

たことから、神奈川県では平成19年３月に「丹沢大山自然再生計画」を策定して対策にとり

くむとともに、平成20年には自然再生施設の追加等を主な内容とする施設計画の変更が行わ

れている。 

 その後、自然公園を取り巻く諸情勢が変化し、登山者の特定歩道への集中などの利用状況

変化や、利用者の踏圧等による植生衰退に起因する土壌流出などの荒廃を考慮した利用施設

の整備が必要となっている場所もみられる。 

 

 以上のような状況を踏まえ、本公園の適正な保護と利用を図るため、施設計画の変更を内

容とする公園計画の変更を行うものである。 

 

 



 

-
 

 ２ 事業計画の内容変更 

  （１）施設計画 

   ア 利用施設計画 

     利用施設計画の一部を次のとおり変更する。 

 

    （ア） 単独施設 

     次の単独施設を追加する。 

（表１：単独施設表） 

番号 種類 位  置 整備方針 

52 宿 舎 神奈川県秦野市（堀山下・大倉高原） 大倉尾根利用者のための宿泊施設として整備する。 

53 野営場 神奈川県秦野市（堀山下・大倉高原） 大倉尾根利用者のための野営場として整備する。 

 

 次の単独施設を変更する。 

（表２：単独施設変更表） 

現    行 新    規 理由 

番号 種類 位置 整備方針 告示年月日 位置 整備方針 

７ 休憩所 

神奈川県秦野市（寺山・

ヤビツ峠） 

四十八瀬川水系利

用者等のための休

憩所として設備す

る。 

昭60.９.５ 変更無し 塔ノ岳・大山登山

者及び岳ノ台ハイ

カーの休憩所とし

て整備する。 

利用の現況にあ

わせて整備方針

を変更する。 

 

 次の単独施設を削除する。 

（表３：単独施設削除表） 

番号 種 類 位  置 告示年月日 理  由 

12 野営場 
神奈川県厚木市（七沢・

不動尻） 

昭60.９.５ 既に施設が廃止されており、今後整備の見込みがなく、公園利用上の必

要性も乏しいことから削除する。 

42 野営場 
神奈川県相模原市（鳥

屋・大平） 

昭60.９.５ 既に施設が廃止されており、今後整備の見込みがなく、公園利用上の必

要性も乏しいことから削除する。 
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    （イ） 道路 

     ａ 歩道 

       次の歩道を追加する。 

（表４：道路（歩道）表） 

番号 路線名 区          間 主要経過地 整   備   方   針 告示年月日 

40 ケヤキ沢線 

起点－神奈川県愛甲郡清川村（境沢・林道出合） 

終点－神奈川県愛甲郡清川村（新大日下・歩道合流点） 

ケヤキ沢 境沢から新大日に至る登山道として整備する。 

 

 

新 規 

41 本谷丹沢山線 

起点－神奈川県愛甲郡清川村（本谷川・林道出合） 

終点－神奈川県愛甲郡清川村（丹沢山・歩道合流点） 

天王寺尾根 本谷川から丹沢山に至る登山道として整備する。 

 

 

新 規 

42 堂平線 

起点－神奈川県愛甲郡清川村（塩水川・林道出合） 

終点－神奈川県愛甲郡清川村（天王寺尾根・歩道合流点） 

堂平 塩水川から本谷丹沢山線に至る登山道として整備する。 

 

 

新 規 

43 青藤高畑山線 

起点－神奈川県愛甲郡清川村（青藤沢・車道出合） 

終点－神奈川県愛甲郡清川村（高畑山・歩道合流点） 

 

 青藤沢から高畑山に至る登山道として整備する。 新 規 

44 大倉高原線 

起点－神奈川県秦野市（大倉・歩道合流点） 

終点－神奈川県秦野市（大倉・歩道合流点） 

 大倉尾根線から宿舎（大倉高原）及び野営場（大倉高原）に到達するため

の登山道として整備する。 

 

新 規 

 

 

 



- 4 - 

 

       次の歩道を変更する。 

（表５：道路（歩道）変更表） 

現   行 新   規 理由 

番号 路線名 区間 主要経過地 告示年月日 番号 路線名 区間 主要経過地 整備方針 

２ 

東海自然歩

道 

（国決定路

線） 

起点－神奈川県相模原市緑区 

   （西野々・国定公園境界） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （中川・国定公園境界） 

起点－神奈川県相模原市緑区 

   （青根・歩道分岐点） 

終点－神奈川県相模原市緑区 

   （上青根・国定公園境界） 

起点－神奈川県相模原市緑区 

   （青根・歩道分岐点） 

終点－神奈川県相模原市緑区 

   （音久和・国定公園境界） 

起点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （用木沢・歩道分岐点） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （畦ヶ丸合流点・国定公園境界） 

起点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （西沢出合・歩道分岐点） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （畦ヶ丸・国定公園境界） 

起点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （大滝橋・歩道分岐点） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （浅瀬・国定公園境界） 

焼山、姫次、

神ノ川、犬越

路、箒沢、大

滝峠 

釜立沢 

 

 

 

長者舎 

 

 

 

白石峠、水晶

沢ノ頭、シャ

ガグチ丸 

 

下棚の大滝 

本棚の大滝 

畦ヶ丸 

 

中川温泉、丹

沢湖 

平４.８.26 

２ 

東海自然歩

道 

（国決定路

線） 

起点－神奈川県相模原市緑区 

   （西野々・国定公園境界） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （中川大滝峠上・国定公園境界） 

起点－神奈川県相模原市緑区 

   （青根・歩道分岐点） 

終点－神奈川県相模原市緑区 

   （上青根・国定公園境界） 

起点－神奈川県相模原市緑区 

   （青根・歩道分岐点） 

終点－神奈川県相模原市緑区 

   （音久和・国定公園境界） 

起点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （用木沢・歩道分岐点） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （畦ヶ丸合流点・国定公園境界） 

起点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （西沢出合・歩道分岐点） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （中川大滝峠上・国定公園境界） 

起点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （大滝橋・歩道分岐点） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （浅瀬・国定公園境界） 

焼山、姫次、

神ノ川、犬越

路、箒沢、大

滝峠 

釜立沢 

 

 

 

長者舎 

 

 

 

白石峠、水晶

沢ノ頭、シャ

ガグチ丸 

 

下棚の大滝 

本棚の大滝 

畦ヶ丸 

 

中川温泉、丹

沢湖 

東海自然歩道と

して整備する。 

 

 

 

 

 

 

地名表記を整理

し、区間表記を

変更する。 

６ 二俣鍋割線 

起点－神奈川県秦野市 

     （三廻部） 

終点－神奈川県秦野市、足柄上郡松田町

及び山北町 

     （鍋割山・歩道合流点） 

後沢乗越 昭60.９.５ 

６ 二俣鍋割線 

起点－神奈川県秦野市 

     （三廻部） 

終点－神奈川県秦野市、足柄上郡松田町及

び山北町 

     （鍋割山・歩道合流点） 

 

後沢乗越 二俣より鍋割山

に至る登山道と

して整備する。 

利用の現況にあ

わせて路線の一

部区間を変更す

る。 

21 石棚山稜線 

起点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （中川） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （玄倉・歩道合流点） 

板 小 屋 沢 ノ

頭、石棚山テ

シロノ頭 

昭60.９.５ 

21 石棚山稜線 

起点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （中川） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （玄倉・歩道合流点） 

板 小 屋 沢 ノ

頭、石棚山テ

シロノ頭 

中川からつつじ

新道に至る登山

道として整備す

る。 

地名表記を整理

し、整備方針の

表記 を変更す

る。 

22 同角山稜線 

起点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （玄倉） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （玄倉・歩道合流点） 

大石山、同角

ノ頭 

昭60.９.５ 

22 同角山稜線 

起点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （玄倉・ユーシン） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町 

   （玄倉・歩道合流点） 

 

大石山、同角

ノ頭 

ユーシンから石

棚山稜線に至る

登山道として整

備する。 

地名表記を整理

し、整備方針の

表記 を変更す

る。 
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現   行 新   規 理由 

番号 路線名 区間 主要経過地 告示年月日 番号 路線名 区間 主要経過地 整備方針 

30 
物見峠不動

尻線 

起点－神奈川県愛甲郡清川村 

   （煤ヶ谷・国定公園境界） 

終点－神奈川県厚木市 

   （不動尻・歩道合流点） 

三峰山 昭60.９.５ 

30 
物見峠不動

尻線 

起点－神奈川県愛甲郡清川村 

   （煤ヶ谷・国定公園境界） 

終点－神奈川県厚木市 

   （不動尻・歩道合流点） 

三峰山 物見峠から不動

尻へ至る登山道

と し て 整 備 す

る。 

利用の現況にあ

わせて整備方針

を変更する。 

34 

不動尻大山

線 

 

起点－神奈川県愛甲郡清川村 

   （煤ヶ谷・国定公園境界） 

終点－神奈川県伊勢原市 

   （大山・歩道合流点） 

不動尻 昭60.９.５ 

34 

不動尻大山

線 

 

起点－神奈川県愛甲郡清川村 

   （煤ヶ谷・国定公園境界） 

終点－神奈川県伊勢原市 

   （大山・歩道合流点） 

不動尻 不動尻を経て大

山山頂に至る登

山道として整備

する。 

利用の現況にあ

わせて整備方針

を変更する。 

38 

 

大平黍殻山

線 

起点－神奈川県相模原市緑区 

   （鳥屋・大平） 

終点－神奈川県相模原市緑区 

   （黍殻山・歩道合流点） 

 昭60.９.５ 

38 

 

大平黍殻山

線 

起点－神奈川県相模原市緑区 

   （鳥屋・大平） 

終点－神奈川県相模原市緑区 

   （黍殻山・歩道合流点） 

 大平からの登山

道として整備す

る。 

利用の現況にあ

わせて整備方針

を変更する。 

 

 

 

次の歩道を削除する。 

（表６：道路（歩道）削除表） 

番号 路線名 区間 主要経過地 告示年月日 理由 

25 玄倉山神峠線  

起点－神奈川県足柄上郡山北町（玄倉） 

終点－神奈川県足柄上郡山北町（玄倉・林道出合） 

 

山神峠 昭60.９.５ 利用形態が変化し公園利用上の必要性が乏しくなったことから削除する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


